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奈良県県土マネジメント部

道路建設課課

〔事業再評価〕（前回評価：令和２年）

令和６年度 第２回 奈良県公共事業評価監視委員会

【資料３】

再評価実施理由：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必

要が生じた事業（事業内容及び事業費の大幅な変更のため）【修正報告】
（令和６年度 第１回 奈良県公共事業評価監視委員会 審議分）

・ 都市計画道路 西九条佐保線（奈良ＩＣ～大宮通り）

・都市計画道路 大安寺柏木線

・ ＪＲ関西本線高架
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１．前回委員会での指摘事項とその対応

指摘事項 対応 ページ

P24に記載している西九条佐保線の施行範囲の追加に
ついて、資料修正を行うこと。

事業着手時及び変更後の施
行者を追記しました。

P2

西九条佐保線が新大宮駅踏切手前まで整備されることに
よる新大宮駅付近の渋滞等への影響を、交通量推計等の
資料追加し補足説明すること。

交通量推計の数値を記載し
た資料を追加しました。

P3
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２．説明資料
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２．説明資料


